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既存活動組織

集 落

○○工区･組合
○○工区･組合
○○工区･組合

広域活動組織
• 用水組合を主体とした組織構成。
• 用水組合の運営基盤の強化、長寿命化対策。
• 運営委員会を設置し、組織運営を行う。
• 事務を土地改良区に委託、事務員の雇用。
• 農地･農道･水路を地域全体で保全管理。

未取組の用水組合

○○工区･組合
○○工区･組合
○○工区･組合
○○工区･組合
○○工区･組合

地域の関係団体

町内会・自治会
婦人会･PTA･消防団
農業協同組合
茶業関係団体
ＮＰＯ団体

1.広域活動組織の必要性

１

広域活動組織とは

旧市区町村区域等の広域エリアにおいて複数の用水組合及び既

存の活動組織（以下「組合等」という。）及びその他関係者の合

意により、農用地、水路、農道等の地域資源の保全管理等を実施

する体制を整備することを目的として設立される組織です。

取組の方向性

全域を対象に周知活動を行うとともに、スピード感を持って

効果促進を図るため、多面的機能支払交付金を未取組の用水組

合を主な構成団体とし、スケールメリットを生かした広域協定

を地区単位(合併前の旧市町)に設立するものです。

用水組合や集落単位等の比較的小さなまとまりで活動組織を設立した場合、高齢化や農業者の減少が進行すると、共同活動

の人手が不足するなどの問題が生じることがあります。また、用水組合や集落の課題解決や活性化につながる何か新しい取組

を始めようとしても、ノウハウを持つ人が身近にいなければ、なかなか実現には至りません。そのままでは共同活動が立ち行

かなくなり、いずれ用水組合･集落としての機能が失われてしまうかもしれません。

こうした状況を改善する手段の一つが、多面的機能支払交付金による活動組織の広域化です。同じ問題を抱える近隣の用水

組合･集落等や既存の活動組織が連携し、事務を集約して効率的に処理したり、用水組合･集落等がもつ人材や知識・経験を提

供しあったりすることで組織力を強化し、活動を維持・発展させることが期待できます。

また、活動組織が抱える問題は、活動組織の広域化で解決できるかもしれません。今は問題として顕在化していなくても数

年後のことを考え不安がある場合には広域化を考えてみてはいかがでしょうか。

・共同活動を実施しようとしても、なかなか人が集まらない。・組織のリーダーや役員のなり手がいない。

・組織内の特定の人物に事務処理等の負担が集中している。 ・組織の運営体制の世代交代が進まない。

・集落の立地等条件の違いにより活動内容に不均衡が生じている。

・耕作放棄地対策や鳥獣害対策など、地域の新たな課題に対応するための活動を行いたいが、どうしたらいいか分からない。

・学校教育や企業等と連携した活動を行いたいが、きっかけや伝手がない。



※集落や活動組織は、用水組合に読み替えてご理解ください。

2.広域活動組織のメリット・デメリット

２



3.広域活動組織設立準備委員会

3

◆広域活動組織設立に伴う設立準備委員会の設置及び委員構成について
①各用水組合の参加意向確認後に委員予定者により、下記の例に基づき、設立準備委員会を設置します。
②設立準備委員会の委員は、土地改良区役員と総代(用水組合長の代表)を主とし、関係機関等はオブザーバーで参加。

…牧之原畑総地改良区

【役割】
広域化の検討をサポート
・説明資料等の事務作業
・広域協定書、事業計画書の作成
・用水組合間の調整

静岡県所管農林事務所・市役所担当課・JA等

【役割】
・推進主体の牧之原畑総土地改良区をサポート
・必要に応じ、情報提供や検討のサポート(議決権なし)



4.広域活動組織設立のスケジュール

4

◆広域活動組織設立準備委員会は、次の手順を基本に、広域活動組織の運営方針な

ど、広域活動組織の設立のための具体案の検討や、用水組合等への説明と同意取

得、設立総会の開催までを担います。



5.広域活動組織運営の基本的な方針
(1)広域活動組織の区域設定と活動の対象農地
①県営畑総事業｢牧之原○○地区｣を区域とし、牧之原畑地総合整備土地改良区受益地である農地を基本とする。
②活動期間内に荒廃農地とならない農地とする。又は荒廃農地となっているが活動の対象とする農地。
③既存の活動組織が広域協定に参加する場合は、受益地が主となっている畑地の活動組織であることを基
本とし、既存の活動組織内での意思統一を図ることを前提とする。

(2)広域活動組織の組織構成、運営体制
①広域活動組織の組織構成は、畑地用水組合･既存の活動組織、農業者以外の団体(土地改良区･JA･茶イル
ドスクールを行う小学校等)とし、会長･副会長･会計･監事､事務員による役員会を設ける。
②各団体等の代表者により「運営委員会」を設置し、活動計画の内容や、活動報告、収支予算又は決算に
関する事項等の意思決定を行う。活動計画や予算･決算、実績報告は、構成する用水組合等に周知を図る。

(3)交付金の運用方針
①交付金の配分は、｢事務運営経費｣「課題配分枠｣｢用水組合等配分枠｣の3項目に区分する。
②｢重点課題配分枠｣は、老朽化が著しい又は重要度が高い施設に優先的に予算配分し、緊急時にも活用。
③「用水組合等配分枠」の配分比率は、各用水組合の対象農用地面積の比率に基づき決定する。ただし、
小規模の組合でも円滑に活動できるよう「最低配分額(○○万円/組合)」を設定することとする。

(4)工事等に係る外部発注の範囲
①畑地かんがい施設等で機械や電気設備、土木工事が必要な修繕等は、専門的な知識や技術を伴うため、
外注を基本とするが、軽微な修繕や農道や農地で構成員により直営で可能なものは、直営施工を検討する。
②施設等の長寿命化は、牧之原畑地総合整備土地改良区と協議して計画を策定し、発注等の支援を受ける。
③事務処理は、牧之原畑地総合整備土地改良区へ事務委託を行い、専従者による適正な事務業務を行う。

(5)日当、機械借上等単価の設定
①広域活動組織が構成員に支払う日当や機械借上等の統一した単価を設定し、構成員に周知する。
②ただし、既存の活動組織により決まっている単価を継続する場合は、その組織の残存期間が終了するま
でとし、その後は広域活動組織で定めた単価に統一する。
③用水組合等で活動計画を十分に検討して運営委員会に提出し、単価と数量により適正な予算措置を行う。５



広域活動組織の区域
旧市町単位＝県営畑総事業の
地区単位の畑総受益地を広域
活動組織の区域とします。

(仮称)
「牧之原○○地区広域協定」

※独自の名称とすることも可

5.広域活動組織運営の基本的な方針

６

(1)広域活動組織の区域設定と活動の対象農地
①県営畑総事業｢牧之原○○地区｣を区域とし、牧之原畑地総合整備土地改良区受益地である農地を基本とする。
②活動期間内に荒廃農地とならない農地とする。又は荒廃農地となっているが活動の対象とする農地。
③既存の活動組織が広域協定に参加する場合は、受益地が主となっている畑地の活動組織であることを基
本とし、既存の活動組織内での意思統一を図ることを前提とする。

主構成組織は用水組合
県営畑総事業の地区に関係す
る畑地用水組合で組織構成

既存の活動組織の参加
広域活動組織の設立予定区域
内に既存の活動組織があると
きは、既存の該活動組織と十
分な意思疎通を図り、内容を
理解の下で参加を確認。

※広域参加にかかる了解事項
等は、別紙資料を参照



既活動組織の広域協定の参加について
牧之原○○地区広域協定(仮称)

既存活動組織

○ ○ 工 区 ･ 組 合
○ ○ 工 区 ･ 組 合
○ ○ 工 区 ･ 組 合

集 落

未取組工区の用水組合

○ ○ 工 区 ･ 組 合
○ ○ 工 区 ･ 組 合
○ ○ 工 区 ･ 組 合
○ ○ 工 区 ･ 組 合
○ ○ 工 区 ･ 組 合

地域の関係団体

町内会・自治会
婦人会・PTA･消防団

学校組織
農協･茶業団体
ＮＰＯ団体

既存活動組織

集 落

○○工区･組合

○○工区･組合

○○工区･組合

既に活動を行っている組織が広域協定に参加するかどうかを決めるときには、以下の点をご理解のうえ決定してください。

参加意思
の決定 ◎広域協定への参加意思決定パターン ※前提：活動期間等は、広域協定に合わせる

①広域協定設立時に参加 ②5年の活動期間終了後に参加 ③今の組織で継続する

①の場合
・原則、繰越金がない状態で参加願います。
・現活動期間終了後は、広域協定の残りの活動
期間となります。
・資源向上支払(長寿命化)は、広域協定全体で
計画を策定します。(現在の実施予定の変更)
・牧畑受益を基本に計画しているため、水田中
心の活動組織の場合は遠慮いただく場合があり
ます。
・牧之原畑総土地改良区へ事務委託するため、
これまでより活動資金が減額となります。
・原則､日当、機械等の借上料は、広域協定の
単価に統一となります。

②の場合
・現活動期間終了後は、広域協定の残りの活動
期間となります。
・資源向上支払(長寿命化)は、広域協定全体で
計画を策定します。(現在の実施予定の変更)
・牧畑受益を基本に計画しているため、水田中
心の活動組織の場合は遠慮いただく場合があり
ます。
・牧之原畑総土地改良区へ事務委託するため、
これまでより活動資金が減額となります。
・原則､日当、機械等の借上料は、広域協定の単
価に統一となります。

別紙

７



5.広域活動組織運営の基本的な方針

１

(2)広域活動組織の組織構成、運営体制
①広域活動組織の組織構成は、畑地用水組合･既存の活動組織、農業者以外の団体(土地改良区･JA･茶イル
ドスクールを行う小学校等)とし、会長･副会長･会計･監事､事務員による役員会を設ける。
②各団体等の代表者により「運営委員会」を設置し、活動計画の内容や、活動報告、収支予算又は決算に
関する事項等の意思決定を行う。活動計画や予算･決算、実績報告は、構成する用水組合等に周知を図る。

組織構成案 牧 之 原 ○ ○ 地 区 広 域 協 定 ( 仮 称 )
○○市 農地維持・資源向上(共同・長寿命化)   

200ha

学校

農協

土地改良区

関係団体

直接広域組織へ用水組合として参加○○地区環境保全会活動組織

○○農地維持
○○共同活動
○○長寿命化

150ha50ha対象面積

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

集落
(大字)

8７６５４３２１工区

○
○
○

○
○
○

○
○
○

○
○
○

○
○
○

○
○
○

○
○
○

○
○
○

組合名

25ha25ha25ha25ha25ha25ha25ha25ha受益面積

1st1st1st1st2st2st３st３st施設状況 ８



5.広域活動組織運営の基本的な方針

９

用水組合等及びその他の団体の代表者等で構成され
る広域協定運営委員会（以下、「運営委員会」とい
う。）を設置し、活動計画の内容や活動報告、収支予
算又は決算に関する事項等を決定します。
各組合等又は団体は、年度の活動計画を立て運営委

員会に提出し、この計画に基づき活動を実施するとと
もに実施状況を報告します。

広域活動組織項 目

200ha程度
区域内の農用地
面積の要件

①用水組合又は活動組織若しくはその構成員

②その他の者 (地域住民、団体等)
構成員

広域協定運営委員会
(各組合等の代表者(委員)で組織される会合)
※各組合等においても合意形成は必要。

意思決定機関

委員の過半数(委任状含む)の出席で委員会が成
立、出席委員 の過半数で議決。
※委貝とは協定に参加する用水組合及びその他
団体の代表者を示す。

議決方法

出席者の議決権の3分の2以上の多数による議

決が必要。ただし、協定参加団体の除名及び協

定の変更又は廃止は、全員による議決が必要。

特別議決

市町村→運営委員会→各組合等(必要に応じて)交付金の流れ

各組合等→運営委員会→市町村
活動報告・
確認の流れ

会長、副会長、会計、監事等
による「役員会」を置き、原
案の作成を行う



5.広域活動組織運営の基本的な方針
(3)交付金の運用方針
①交付金の配分は、｢事務運営経費｣「課題配分枠｣｢用水組合等配分枠｣の3項目に区分する。
②｢重点課題配分枠｣は、老朽化が著しい又は重要度が高い施設に優先的に予算配分し、緊急時にも活用。
③「用水組合等配分枠」の配分比率は、各用水組合の対象農用地面積の比率に基づき決定する。ただし、
小規模の組合でも円滑に活動できるよう「最低配分額(○○万円/組合)」を設定することとする。

方 針（案）内 容項 目

・事務所費は、各組合等が事務局に依頼する事務作業量を踏ま
えて必要額を算定する。

・交付金総額から「事務運営経費」を控除後の金額を「重点課
題配分枠」と「用水組合配分枠」に配分する。

・事務所や運営委員会･役員会の事務･管理
費等の広域活動組織の運営に必要な共通的
経費（事務員人件費費､役員報酬､旅費日
当､印刷製本費､会議費､消耗品費､事務所賃
貸借料､水道光熱費等）

事務運営経費

農
地
維
持
＋
資
源
向
上(

共
同)

・施設の補修・更新等を行う際に、老朽化が著しい又は漏水等
の重要度が高い施設に優先的に予算を配分する。機能診断結果
に基づき、活動期間の中で施設の補修・更新を行う順番や実施
時期を決定。ポンプ整備点検及び漏水等の修繕費の確保する。

・地域住民との交流活動、学校教育や企業との連携など、広域
活動組織全体として実施する活動費用は、全体経費として支出。

・重要な施設の補修・更新や環境保全活動
などの地域の共通課題に対応するための活
動に係る経費

重点課題配分枠

・各組合等の活動面積を基本に配分するが、各組合等の取組内
容が異なる場合など、必ずしも各組合等の面積や交付額の比率
と同一とならない。

・活動面積が小規模な組合等については、最低額として○○万
円を配分する。

・組合等が行う活動に係る経費。各組合等
に配分し、実施した活動に応じて支出する。

・別途、小規模組合等の活動費を確保する
ための基礎配分枠を設ける。

用水組合配分枠

・畑地かんがい施設の長寿命化対策に係る実施計画の策定にあ
たっては、牧之原畑地総合整備土地改良区の補修整備計画の整
備内容を基本とし、策定の協力と技術指導を土地改良区が行う。

・また、区域内の施設に係る整備を必要に応じて行う。

・畑地かんがい施設の長寿命化対策を中心
として、施工後の経年数や施設の状態を踏
まえて計画的に対策工事を行う。

・必要に応じて防霜ファン、農道の舗装等
の必要な整備を行う。

施設等の
長寿命化対策

(

長
寿
命
化)

資
源
向
上
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5.広域活動組織運営の基本的な方針
(4)工事等に係る外部発注の範囲
①畑地かんがい施設等で機械や電気設備、土木工事が必要な修繕等は、専門的な知識や技術を伴うため、
外注を基本とするが、軽微な修繕や農道や農地で構成員により直営で可能なものは、直営施工を検討する。
②施設等の長寿命化は、牧之原畑地総合整備土地改良区と協議して計画を策定し、発注等の支援を受ける。
③必要に応じて土地改良区OBや建設業者OB等による「活動支援班」を設置する。

11
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5.広域活動組織運営の基本的な方針

12

(5)日当、機械借上等単価の設定
①広域活動組織が構成員に支払う日当や機械借上等の統一した単価を設定し、構成員に周知する。
②ただし、既存の活動組織により決まっている単価を継続する場合は、その組織の残存期間が終了するま
でとし、その後は広域活動組織で定めた単価に統一する。
③用水組合等で活動計画を十分に検討して運営委員会に提出し、単価と数量により適正な予算措置を行う。

作業時の機材借上料（半日）

金額（円）機 材

2,000円軽トラック(ﾀﾞﾝﾌﾟ)

3,000円1t以上トラック(ﾀﾞﾝﾌﾟ)

1,000円チェーンソー

1,000円草刈り機

3,000円ハンマーナイフ

2,000円スパーダーモア

3,000円バックホー

3,000円ユニック

2,000円動力噴霧器

1,000円手動噴霧器

作業時の日当(時間当たり)

金額（円）参加者

1,200円1人

※原則､機材借上料に機材使用にかかる燃料
及び刃等の消耗品を含むものとする。

会議時の日当(時間当たり)

金額（円）参加者

1,200円1人

役員年報酬

金額（円）役 職

60,000円会 長

30,000円副会長

18,000円会 計

18,000円監 事

6,000円運営委員

◇以下の金額は一例であり、社会通念上の相当性を考慮し、広域活動組織内で検討し規定として整備する。



6.事務委託と事務員・事務所
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（牧之原畑地総合整備土地改良区）

事務委託
（交付金を活用）

○○○地区広域協定

○○○地区広域協定

○○○地区広域協定

○○○地区広域協定

◇土地改良区で
事務員（各市１名）
を雇用(週３日程度)
拠点事務所に駐在 ◇資源向上（長寿命

化）を活用し、補修整
備計画で実施予定の一
部の水利施設の整備を
多面的で実施するため、
長寿命化計画策定の協
力と技術指導を土地改

良区が行う。



7.広域活動組織の運営方法（モデル例）
活動と交付金の流れ 事務作業と書類作成の流れ

用水組合は、運営委員会の議
決事項について、構成員に周
知するほか、毎年度の活動計
画及び活動報告について用水
組合内の同意を得る。
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7.広域活動組織の運営方法（広域活動組織の方針）
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実施
時期 広域協定が行うべき事務 用水組合 広域事務所

(改良区) 説明

初年度 ①認定(変更）申請書の作成 ● 設立準備会又は運営委員会で作成、提出
②交付申請書の作成・提出 ● 設立準備会又は運営委員会で作成、提出

毎年度 ③年間活動計画の作成 ● ○ 用水組合の活動計画、作業予定者(振込口座)を広域事務所で取りまとめ
④作業日報の作成 ● 用水組合で作業後に作業日報・作業者名簿、機械借上等を提出
⑤写真撮影 ● 用水組合で作業写真を撮影し、広域事務所へ提出
⑥活動費の支払い ● 作業日報に基づき日当等を個人へ振込、又は用水組合へ振込
⑦機能診断記録票の作成 ● ○ 機能診断記録を広域事務所へ提出。広域事務所で取りまとめ
⑧活動記録の作成 ● 広域事務所で一括作成
⑨金銭出納簿の作成 ● 広域事務所で一括作成
⑩実施状況報告書の作成 ● 広域事務所で一括作成
⑪工事発注～完成検査 ● 突発修繕は用水組合と運営委員会で調整、長寿命化計画に基づき発注、役員等で検査
⑫工事設計 ● 必要に応じ、土地改良区で設計、又は広域事務所で外注等の手続きを実施
⑬財産管理台帳の作成 ● 広域事務所で作成
⑭中間検査・履行検査の受検 ● 広域事務所で受検
⑮実施状況報告書類の提出・修正 ● 広域事務所で対応

認定申請（変更を含む）から実施状況報告書の提出までの事務処理の流れ及び
用水組合と広域事務所の業務分担は下表のとおりとします。



7.広域活動組織の運営方法（広域活動組織の方針）
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資源向上（施設の長寿命化）等による工事等の契約及び発注業務の流れと業務
分担は、下記のとおりとします。

工事実施の流れ 用水組合 広域事務所
(改良区) 説明

①現地調査・現場確認 ○ ● 必要に応じて工事予定の施設等を用水組合及び広域事務所にて現地調査する。
②設計書作成 ー ● 土地改良事業計画設計基準等、又は見積書に基づき設計書を作成する。
③指名業者選定 ー ● 牧之原畑地総合整備土地改良区の入札参加資格をもつ業者より選定する。
④指名通知書発出 ー ● 指名した業者に対し、通知書により入札又は見積合わせを通知する。
⑤入札又は見積合わせ ー ● 入札又は見積合わせを執行する。
⑥契約書締結 ー ● 指定の様式により、広域協定と業者間で契約者を締結する。
⑦工事等期間中の現場確認 ○ ● 必要により工事期間中の現場確認を行う。
⑧中間検査・完成検査 ○ ● 必要により中間検査及び、完成検査を用水組合と広域協定役員により実施。
⑨検査結果通知書発出 ー ● 検査結果を所定の様式により発出する。
⑩請求書受領・代金支払 ー ● 業者から請求書を受領後、所定の期間内に代金を支払う。
⑪財産管理台帳作成 ー ● 必要により財産管理台帳に記帳する。

牧之原畑地総合整備土地改良区定款・規約・契約規程等に基づいた契約手続きを行うこととし、130万円を超える
工事については、原則入札を行う。（状況に応じて随意契約又は単独随意契約を行うことができることとする。）
また、40万円以下の工事については、契約手続きを省略することが可能とする。
直営で作業が行えない場合は、業務委託契約により、業者等へ外注することができる。



8. よくある質問 Q＆A
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牧之原畑地総合整備土地改良区
〒427-0047 静岡県島田市中溝町1726-4

TEL:0547-36-8000 FAX:0547-36-0830

Mail: hatasou@midorinet-makinohara.com

URL: https://midorinet-makinohara.com/


